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英語名：Hypoglycemia 

Ａ．患者の皆様へ 
 

 

 

 ここでご紹介している副作用は、インスリン注射をしているか、経口糖尿病治療薬を

服用している場合を除けば稀なものであり、必ず起こるというものではありません。た

だ、副作用は気づかずに放置していると健康に影響を及ぼすことがあるので、早めに「気

づいて」対処することが大切です。そこで、より安全な治療を行う上でも、本マニュア

ルを参考に、患者さんご自身、またはご家族に副作用の黄色信号として「副作用の初期

症状」があることを知っていただき、当てはまる症状がある場合は、医師あるいは薬剤

師に連絡してください。 

 血液中のブドウ糖濃度が低くなった状態である「低血糖」は、
医薬品によって引き起こされる場合もあります。インスリン注射

をしているか、経口糖尿病治療薬を服用している場合に多くみら

れます。すでに医師・薬剤師などから説明のあった低血糖への対
応をとってください。 

一方、その他のお薬を服用していても、次のような症状がみら

れた場合には、放置せずに医師・薬剤師に連絡してください。 
「冷や汗がでる、気持ちが悪くなる、急に強い空腹感をおぼえ

る、寒気がする、動悸がする、手足がふるえる、目がちらつく、

ふらつく、力のぬけた感じがする、頭が痛い、ぼんやりする、目
の前が真っ暗になって倒れそうになる」などの症状が急に出現し

たり持続したりするが、食事をとると改善する場合。 

また、ご家族の方も、患者さんに前に書いたような症状がみら
れたり、「ボーッとしている、うとうとしている、いつもと人柄の

違ったような異常な行動をとる、わけのわからないことを言う、

ろれつが回らない、意識がなくなる、けいれんを起こす」などに
気づいた場合には、薬の副作用の可能性があるので、すぐに医師

または薬剤師に相談してください。 

ただし、低血糖になっていても症状がみられない場合も多く、
医療機関を受診した時に、血糖を測定してはじめて指摘されるこ

ともあります。 

低血糖 
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１．低血糖とは？ 

 低血糖とは、血液中のブドウ糖濃度（血糖値）が低くなった状

態です。血糖値は、健常人では空腹時でも 70 mg/dL より低下する

ことはほとんどありません。血糖値が 60‐70 mg/dL 未満になると、

「冷や汗がでる、気持ちが悪くなる、急に強い空腹感をおぼえる、

寒気がする、動悸がする、手足がふるえる、目がちらつく、ふら

つく、力のぬけた感じがする、頭が痛い」などの症状が出現しま

す。これは低血糖に対して血糖を上昇するはたらきのあるアドレ

ナリンやグルカゴンが分泌されるために生じる症状で、交感神経

症状と呼ばれます。さらに血糖値が 50 mg/dL 未満になると、「ぼ

んやりする、ボーッとしている、うとうとしている、いつもと人

柄の違ったような異常な行動をとる、わけのわからないことを言

う、ろれつが回らない、目の前が真っ暗になって倒れそうになる、

意識がなくなる、けいれんを起こす」などの症状が出現します。

これは、脳の機能が低下するために生じる症状で、中枢神経症状

と呼ばれます。低血糖になっても直ちに治療を行えば危険はあり

ませんが、中枢神経症状が数時間以上続くと、稀に脳の重大な後

遺症や生命の危険が生じることがあります。 
 

２．早期発見と早期対応のポイント 

低血糖は、糖尿病のお薬だけでなく、抗不整脈薬などを服用し

た場合でも起こることがあります。本マニュアルを参考に早期の

発見と早期の対応をこころがけてください。 

低血糖は、早朝空腹時、昼食前、タ食前、就寝時、とくに食事

の時刻が遅れたときに多くみられます。また、食事とは関係なく、

運動量が多すぎたときにも起こりやすくなります。通常は、「冷や

汗がでる、気持ちが悪くなる、急に強い空腹感をおぼえる、寒気

がする、動悸がする、手足がふるえる、目がちらつく、ふらつく、

力のぬけた感じがする、頭が痛い」などの症状を自覚することが

多いです。このような場合、すぐに吸収の速い糖分（砂糖や砂糖
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を多く含むジュースなど）を摂取すれば通常 5 分以内に症状は改

善します。特に、主治医からブドウ糖での対応を勧められている

場合には、購入して常備しておきましょう。ブドウ糖は粉末タイ

プの他にも、固形タイプ、ゼリータイプの商品もあります。また、

α-グルコシダーゼ阻害薬を服用している場合には必ずブドウ糖

を摂取してください。一旦低血糖症状が改善しても 30分ほどで再

度低血糖が起こる場合もありますので注意してください。 

一方、低血糖を繰り返している場合や乳幼児・高齢者では、上

記のような症状を自覚しないで、いきなり「ぼんやりする、ボー

ッとしている、うとうとしている、いつもと人柄の違ったような

異常な行動をとる、わけのわからないことを言う、ろれつが回ら

ない、目の前が真っ暗になって倒れそうになる、意識がなくなる、

けいれんを起こす」などの症状が出現することもあります。高齢

者では認知症と間違われる場合もあります。このような場合は周

りにいる人が吸収の早い糖分やブドウ糖を食べさせてください。

あらかじめ家族の方に対してグルカゴンの注射を打つように指示

されている場合は、そのようにしてください。症状が良くならな

い場合や、意識障害があって糖分を口から摂ることができない場

合には、すぐに主治医と連絡をとり受診して下さい。 
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※ 医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、このホームページにリンクし

ている独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医療用医薬品 情報検索」から確認

することができます。 

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/ 

 

※ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として、医薬品を適正に

使用したにもかかわらず発生した副作用により入院治療が必要な程度の疾病等の健

康被害について、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金などの救済給付が行われる

医薬品副作用被害救済制度があります（対象除外医薬品による健康被害など、救済給

付の対象にならない場合もあります）。 

（お問い合わせ先） 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 

電話：0120－149－931（フリーダイヤル）[月～金] 9時～17時（祝日・年末年始を除

く） 

 


